
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 ８月18日、盛岡市議会議員選挙が告示され、25

日投開票の選挙戦が始まった。県職労組織内・『野

中やすし』は選挙事務所前で元気に出陣、第１声

で150人を超える支持者を前に熱く政策を訴えた。 

「盛岡で安心して働き、子どもを育て、暮らせ

る盛岡を作る必要がある。市民の声を届けていく

ために立候補を決意した。働く人も、お年寄りも、

子どもも安心できる笑顔輝くまちづくりに向け全

力を挙げる」、「厳しい選挙戦。議席を確保するた

め、どうか支持の輪を広げていただきたい」と訴

えた。小西和子県議、

吉田ただとも参議院

議員が応援に駆けつ

け、野中やすし必勝を

訴えた。 

定数 38 に対し 44 人が立候補

し、うち新人候補 14 人が乱立

する大激戦。「野中やすし」候

補はこれまで精力

的に活動してきた

が、激戦を抜け出

すためには一層の

支持拡大が不可欠。

県職労の総力を挙げて当選圏内に押し上げよう。

組合員の一層の取り組みを重ねてお願いする。 

野中やすし 総決起集会 

と き  ８月２０日（火） １８時から 

ところ エスポワールいわて大ホール 
野中やすしの支持拡大へ多くの皆さ

んの参加をお願いします。 

小西県議（右）の応援 

吉田参議院議員（右）の応援 
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 ８月７日人事院勧告を受け、８月21日に岩手県地方公務員共闘会議（議長：佐藤淳一岩教組委員長）

は、県人勧に向けた人事委員長あて要請書を提出し、闘争をスタートさせる予定だ。闘争の重要課題は

次のとおり。月例給・一時金の引上げ、通勤手当・住居手当の自己負担解消に向けて課題を共有しよう。 

主な闘争課題 闘争のポイント 

①月例給・一時

金の引上げ 

・月例給は若年層を中心に引き上げも中高齢層は据え置きの国人勧勧告。給与制度

の総合的見直しの現給保障が終了し、賃金引下げに陥った方も。若年層のプラス改

定はもちろん、全世代の勤務意欲が持てる賃金改善を求める。 

・一時金は国人勧で0.05月のプラス。少なくとも国並みのプラスを求める。 

②通勤手当 ・継続課題である遠距離通勤者の負担解消のための、交通用具利用（自家用車等）

の通勤手当の距離区分新設（70㎞以上）、高速道路利用の手当改善等を求める。 

③住居手当 ・国人勧は、最高支給限度額の若干の引上げも、家賃額が月額58,000円以下の方は

引き下げに。 

国人勧追随の住居手当見直しではなく、家賃高騰の実態を踏まえた住居手当総額の

引上げを求める。 

 

 

 

盛岡市議選は、19 日（月）から期日前投票が始まります。投票日（25 日）当日に都合で投票できな

い方は、期日前投票でしっかりと一票を投じよう。 

期日前投票所 期間・時間 

盛岡市役所本館 ８階 大ホール 19日～24日 8：30～20：00 

都南分庁舎 １階 玄関ホール 19日～24日 8：30～20：00 

玉山総合事務所 １階 市民ホール 19日～24日 8：30～20：00 

マリオス ３階 エントランスロビー内 19日～24日 9：30～20：00 

イオンモール盛岡  ２階イオンホール 19日～24日 10：00～20：00 

イオンモール盛岡南 １階 無印良品前 22日～24日 10：00～20：00 

 盛岡市議会議員選挙での『野中やすし』勝利のためにも、組合員の皆さんの１人ひとりが権利を行使

することが何よりも大切です。 

区分 手当額

12千円超～23千円 家賃額－12,000円

23千円超～55千円 （家賃額－23,000円）／２＋11,000円

55千円超 27,000円

区分 手当額

16千円超～27千円 家賃額－16,000円

27千円超～61千円 （家賃額－27,000円）／２＋11,000円

61千円超 28,000円

現行

改定後

【事例１】月額家賃45,000円の場合
　　○現行＝（45,000円‐23,000円）／２＋11,000円
　　　　　⇒２２，０００円　…（A）
　　○改定後＝（45,000円‐27,000円）／２＋11,000円
　　　　　⇒２０，０００円　…（B)
　　　（B）－（A）＝▲２，０００円（引き下げ）
【事例２】月額家賃60,000円の場合
　　○現行＝27,000円（上限）　…（A）
　　○改定後＝（60,000円‐27,000円）／２＋11,000円
　　　　⇒27,500円　…（B)
　　　（B）－（A）＝＋５００円（引き上げ）

※１　家賃月額59,200円以上の場合に引き上げ対象も、
58,000円台以下は引き下げ対象に。
※２　経過措置（▲2,000円以上）対象は15,000円台～
26,000円台にとどまる。


